
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、１９年４月１日現在の人数である。

(3) 特記事項
　本市は平成18年2月11日に合併したため、合併前の数字が算出できない箇所がある場合、「－」で省略する。

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
 　　　

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２０年４月１日現在）

　　 ①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　 ②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 円

歳 円

歳 円

歳 円

歳 円

歳 円

歳 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

（注）年収ベースの「公務員（C）」及び「民間（D）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては

　　　前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。
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　　 ③教育職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、２０年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 
　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお
　　　　いて明らかにされているものである。　
　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、　　　

　　　　特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再

　　　　計算したものである。

（2) 職員の初任給の状況（２０年４月１日現在）
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（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２０年４月１日現在）
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（２０年４月１日現在）

（注）１　洲本市職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

（注）旧洲本市と旧五色町の級の区分が違っていたので、５年前の構成比は算出できない。

（2) 昇給への勤務成績の反映状況
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４　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（１９年度支給割合） （１９年度支給割合） （１９年度支給割合）

期末手当　　　　　　　勤勉手当 期末手当 　　　　　　 勤勉手当 期末手当　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

※管理職1.45月

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　２～１５％ ・役職加算　５～２０％ ・役職加算　５～２０％

・管理職加算　なし ・管理職加算　１０～２０％ ・管理職加算　１０～２５％

（2) 退職手当（２０年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

　　定年前早期退職特例措置（２％～20％加算） 　　定年前早期退職特例措置（２％～20％加算）

１人当たり平均支給額　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、１９年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3) 地域手当

（２０年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

（注）平成19年4月1日以降は県からの派遣職員にのみ支給。

25,003

国の制度（支給率）

0
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10,820

47.5

59.28

3.0 1.5

１人当たり平均支給額（１９年度）

1,754 2,023

洲　　　　　本　　　　　市 国兵　　　　　庫　　　　　県

洲　　　　　　　　　　　本　　　　　　　　　　　市

41.34

23.5

33.5

59.28

59.28

47.5

59.28

0.0

国

30.55

―１人当たり平均支給額（１９年度）

207

59.28

支給率

4

622

市内全地域

23.5

33.5

3.0 1.47 3.0 1.5
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 (4) 特殊勤務手当（２０年４月１日現在）

千円

円

　％

１日400円

１日400円

１日300円

１日740円

１日400円

１日200円

手当の名称 主な支給対象職員

用地交渉等手当

保健師又は看護師

社会福祉法（昭和26年
法律第45号）第15条第１
項第２号に規定する現
業を行う職員が、家庭等
を訪問し現業に従事

税務職員

精神病患者若しくは結
核患者又は行旅病人の
入院措置の護送作業に
従事

訪問看護対象世帯から
の緊急の呼び出しに対
応するために待機

勤務日の時間外に待機1日
1,000円、週休日・休日に待機
１日2,000円

深夜（午後10時から翌
日の午前５時までの間を
いう。）における看護又
は介護業務に従事

勤務１回3,000円

徴収手当

評価事務手当

家庭を訪問して精神病
患者又は結核患者に接
して療養又は看護の指
導に従事

１日400円

左記職員に対する支給単価

庁舎外において固定資
産税の課税客体のうち
土地及び家屋に係る評
価事務に従事

家庭等を訪問し、納税
の督励、徴収等の事務
に従事

１日400円

物件の差押え、差押物
件の引揚げ等の滞納処
分に従事

用地課職員及び用地交渉業務従
事職員

主な支給対象業務

788,479

15.5職員全体に占める手当支給職員の割合（１９年度）

支給職員１人当たり平均支給年額（１９年度決算）

27

庁舎外において市の事
業の推進に必要な土地
の取得等に係る交渉又
はその事業の施行により
生ずる損失の補償に係
る交渉の業務で市長が
困難であると認めるもの
に従事

家庭を訪問し療養上の
世話又は必要な診療の
補助若しくはリハビリ
テーション等の訪問看
護の業務に従事

右記の業務に従事した職員

右記の業務に従事した職員

看護師、理学療法士等の職員

右記の業務に従事した職員

右記の業務に従事した職員

支給実績（１９年度決算）

手当の種類（手当数）

税務職員

税務職員

62,290

夜間看護等手当

滞納処分手当

護送作業手当

訪問看護業務手当

訪問看護待機手当

精神結核保健
業務手当

社会福祉業務
現業手当
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狂犬病予防注射に従事

１日200円

道路の維持修繕の作業
又は上下水道管の補修
作業若しくは公園の清
掃作業のうち道路上で
行うごみの積載等の作
業に従事

１回600円
水道事業所の浄水場に
おいて滅菌用塩素のボ
ンベ交換作業に従事

１日510円

(１)　屋外に放置された
死獣の収容作業又は飼
い主の要請を受け犬猫
等の死体の引取り作業
に従事したとき
(２)　収容された死獣を
定められた処分場に搬
送する等の処理作業に
従事したとき

１回500円

死体処理手当

防疫作業手当 右記の業務に従事した職員

右記の業務に従事した職員

死獣処理手当

道路上作業手当

有害物取扱手当

環境整備課職員

放射線作業手当

水道事業所職員

清掃等作業手当

狂犬病予防注射
従事手当

１日4,000円

(１)　感染症の予防及び
感染症の患者に対する
医療に関する法律（平
成10年法律第114号）第
６条に規定する１類感染
症、２類感染症、３類感
染症又は新感染症の病
原体に汚染されている
区域において、感染症
患者の救護又は当該病
原体の付着した物件若
しくは付着の疑いのある
物件の処理作業又は消
毒作業に従事したとき
(２)　家畜伝染病予防法
（昭和26年法律第166
号）に規定する患畜又
は擬似患畜の殺処分の
立会い、畜舎の消毒又
は死体の焼却作業に従
事したとき

清掃作業又は火葬場作
業に従事

１日740円

１日900円

１日230円

(１)　行旅死亡人又は変
死者の処置作業に従事
したとき
(２)　診療所の入院患者
又は特別養護老人ホー
ムの入所者が死亡し、
死後の処置を行ったとき

右記の業務に従事した職員

右記の業務に従事した職員

放射線作業に従事

右記の業務に従事した職員

放射線技師
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医師待機手当

１か月勤務した月１月につき
60万円を上限として別に定め
る額

待機
１日につき平日5,000円、休日
7,500円

医師会との協議に基づ
く市内企業等との嘱託
医契約及び市の運営す
る施設との嘱託医契約

契約金額の７割

往診

１回　勤務時間内及び休日、
夜間、深夜（午後10時から午
前６時まで）の診療保険点数
表に定める距離に応じて、そ
れぞれ該当する診療保険点
数に10円を乗じて得た額の８
割を超えない範囲の額

研究研修

１回20,000円

外来の時間外、休日、
深夜の診療

１回　診察料点数表の初診料
又は再診料の基本点数に、時
間外、休日、深夜に該当する
加算点数を加えた点数に10
円を乗じて得た額の８割を超
えない範囲の額

入院

手術

週休日又は休日に水道
管の破裂等の不測の事
態に備え待機

１日2,000円

１災害1,270円

異常な自然現象又は大
規模な事故により重大な
災害が発生し、若しくは
発生するおそれがある
場合において、洲本市
災害対策本部の指示に
従い、防災又は救助の
業務に従事

水道事業所職員

有床診療所に入院する患者１
人１日につき1,000円を延べ入
院患者数に乗じて得た額

研究研修手当

入院手当

嘱託医契約手当

緊急時待機手当

災害従事手当

手術手当

時間外診療手当

往診手当

医師

医師

医師

医師

医師

医師

右記の業務に従事した職員
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 (5) 時間外勤務手当

千円

円

千円

円

（注） 職員数には管理職手当を支給される職員を含めない。

（6) その他の手当（２０年４月１日現在）

円

円

円

千円

千円

千円

内容及び支給単価

同じ

○扶養親族のある職員に
対して支給
・配偶者　13,000円
・配偶者以外の扶養親族
　　　　　　　6,500円
・配偶者がない場合の１
人目　 11,000円
・３人目以降　5,000円
・16歳になる年度初めか
ら22歳になった年度末ま
での子の加算　5,000円

（１９年度決算）

異なる

との異同

○通勤のため交通機関、
交通用具（自動車等）を
使用している職員に支給
（徒歩により通勤するもの
とした場合の通勤距離が
片道1km未満である職員
を除く）
・交通機関を使用してい
る職員
  運賃等相当額（鉄道等
利用者は6箇月定期券の
額）支給限度額55,000円
・交通用具（自動車等）を
使用している職員　通勤
距離に応じ2,500円～
22,900円

―扶養手当

異なる通勤手当

○自ら居住するため住宅
を借り受け、家賃を支
払っている職員
・家賃23,000円以下　家
賃－12,000円
・家賃23,000円超
11,000円＋（家賃－
23,000円）×1/2（27,000
円限度）
○自宅居住者で世帯主
である職員
・3,500円
○単身赴任手当を支給
されている職員の配偶者
が居住する住居
・上記額の1/2を加算

国の制度

住居手当

手　当　名 異なる内容

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ １ ８ 年 度 決 算 ）

85,440

178,744

90,663

支 給 実 績 （ １ ８ 年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ １ ９ 年 度 決 算 ）

196,239職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ １ ９ 年 度 決 算 ）

239,402

120,381

91,464

支給職員１人当たり
平均支給年額

27,567

国は片道2
ｋｍ未満無
支給。また
交通用具
（自動車
等）を使用
している職
員に対する
手当が国よ
り2,000円高
い（片道2ｋ
ｍ以上の各
距離区
分）。

42,713

支給実績
（１９年度決算）

持家居住
職員の手当
額は､国は
2,500円（新
築等の日か
ら５年を経
過するまで
の間に限
定）

62,245

国の制度と

9



円

円

円

円

円

千円

―

88,786

―

千円

千円

千円

初任給調整手当

単身赴任手当

宿日直手当

夜間勤務手当 異なる

異なる

○正規の勤務時間が深
夜にわたる職員に支給
・勤務１時間当たりの給
与額×25%×午後１０時
から翌日の午前５時まで
の勤務時間

管理職手当

同じ

○専門的知識を必要と
し、かつ、採用による欠
員補充が困難である等の
事情が考慮される職に新
たに採用される職員のた
めに設けられたもので、
民間企業の初任給との
水準を調整するために支
給される手当
　　・医師　268,500円以
内（35年）

○管理又は監督の地位
にある一定範囲の職員に
対して、その職務の特殊
性に着目して支給
・役職の区分に応じ、給
料月額×10%～18%

○異動又は公署の移転
を原因として単身赴任と
なった職員に対して、二
重生活による経済的負担
を軽減すること等を目的
として支給（職員の住居と
配偶者の住居の距離が６
０ｋｍ以上）
・23,000円（交通距離
100km以上の場合、距離
に応じて6,000円～
45,000円加算）

○宿日直勤務を行った
職員に支給
・通常の宿日直　5,500円

異なる

2,942,275同じ

53,825

国は4,200
円

841,011
支給率が異
なる

時間外勤務
手当に合算

―

―

―

622

勤務１時間
当たりの給
与額の算出
方法が異な
る

11,769

10



５　特別職の報酬等の状況（２０年４月１日現在）

円 円／ 円
（ 円 ）

円 円／ 円
（ 円 ）

円 円／ 円
（ 円 ）

円 円／ 円
（ 円 ）

円 円／ 円
（ 円 ）

月分 （100分の15を減じた額）

月分 （100分の8を減じた額）

月分 （100分の5を減じた額）

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

給料月額×在職月数×0.41 円 （任期毎）

給料月額×在職月数×0.25 円 （任期毎）

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         
     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
           勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

６　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

人口1,000人当たり職員数　　　 人

（類似団体の人口1,000人当たり職員数 人）

人口1,000人当たり職員数　　　 人

（類似団体の人口1,000人当たり職員数 人）

人口1,000人当たり職員数　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

　　（２０年度支給割合） 4.35

淡路市・洲本市広域事務組合（農業共済）
へ派遣している職員5人と、県からの派遣
職員2人は含んでいない。

331 ＜参考＞

▲ 5
6

0

0

▲ 11

▲ 2

▲ 4
38 36 ▲ 2
91 87
51 1

6.6

＜参考＞

10.8

▲ 12

[        600       ］ [     ―    ］

542

6

病院

議会

税務

副 市 長

副 議 長

議 員

4.35

920,000

平成19年

422,000
422,000

390,000

21

1

6

22

1

合　　計

[        600       ］

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

その他

554

市 長

560,000 247,500390,000

給

料
552,000817,000副 市 長

920,000
740,000
740,000

市 長

690,000 330,000

期
末
手
当

議 長

議 長

報

酬 議 員

272,300620,000副 議 長

（参考）類似団体における最高／最低額

492,5001,007,000

89

衛生

普
通
会
計
部
門

下水道

小　計

28水道

132

小　計
消防部門

商工

計

教育部門

一
般
行
政
部
門

農林水産

労働

土木
民生

5

35

市 長

副 市 長

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

職 員 数

505,000
505,000

総務 94

平成20年

退
職
手
当

備　　　　考

1

4.35

　　（２０年度支給割合）

33

422 409
1

52
342

1
7779

5

1

4039
27

10
55

133

10

8.2

8.2

0
▲ 1

1

0

対前年
増減数

主 な 増 減 理 由

18,105,600

8,880,000

56

＜参考＞▲ 13

▲ 2
0

区 分 給 料 月 額 等

1
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（2)年齢別職員構成の状況（20年４月１日現在）

　

（注）５年前の構成比は算出困難なため省略した。

(3)定員管理の数値目標及び進捗状況

①平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

人 人 人 ％

▲48 ▲8.1

（参考）洲本市における定員管理の数値目標（数・率）

平 成 17 年 4 月 1 日 平 成 22 年 4 月 1 日 ▲48人（▲8.1％）

職員数 職員数

計画期間

数値目標
始　期 終　期

594 546

平成22年4月1日 純減数 純減率

職員数
701

人 人

23歳

平成17年4月1日

65 56 4012 30 53

31歳

人

59歳55歳43歳 47歳 51歳

人

35歳

44歳 48歳

以上

人 人 人 人 人 人 人

～ ～

56歳 60歳

～ ～

40歳20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳

～

未満

～ ～

27歳

～

39歳

人

68 85 62

区　分

5420

人

計

52歳

～ ～

0

2

4

6

8

10

12

14

16

構成比

５年前の構成
比

%
（例）
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②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

（注）１　計画期間は、１７年～２２年の５年間である。
      ２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。
　　　３　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以   
  　　　降現年までの職員増減数の累計を示す。                                              

594 578計

増 減

559

▲48（▲8.1％） ▲ 48▲ 19 ▲ 13

―

公 営 企 業 職員数

等 会 計

職員数

派遣職員等 職員数

増 減

増 減

増 減 0 0

312

▲51

教　育

消　防 職員数 1 1 1 1 1

一般行政

３年目計画始期

職員数

　　　　　　　　　区　　分

部　　門

546

3

▲ 16

6 5 4 6

―

▲7

▲12（▲8.4％） 71▲ 3▲ 8

143 135

1（33.3％）

546

0 0（0％） 0

増 減

１年目 ２年目

（参考）

計

１７年 １８年 １９年 ２０年

―

増 減 ▲32（▲8.8％）

363 353 342 331

▲ 10 ▲ 11

84 ― 77

▲ 1 ▲ 4 ▲ 2 ▲7（▲8.3％）

83 79

132 133

職員数

3

数値目標

― 150

▲ 11

１７年～２０年

77

―

3 ▲ 1 ▲ 1
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７　公営企業職員の状況

　(1)　水道事業

  　 ① 職員給与費の状況
ア　決算

職員給与費 　（参考）

　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
      ２　職員数は、１９年４月１日現在の人数である。

イ　 特記事項

　本市は平成18年2月11日に合併したため、合併前の数字が算出できない箇所がある場合、「－」で省略する。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２０年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（1９年度支給割合） （1９年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　　　 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　２～１５％ ・役職加算　２～１５％

・管理職加算　なし ・管理職加算　なし

イ　退職手当（２０年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

　　定年前早期退職特例措置（２％～20％加算） 　　定年前早期退職特例措置（２％～20％加算）

１人当たり平均支給額　　 千円 千円 １人当たり平均支給額 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、19年度に退職した職員に支給された平均額である。

3.0 1.5

23.5 30.55

59.28 59.28

33.5 41.34

47.5 59.28

3.0 1.5

洲　　　　　　　　　　　本　　　　　　　　　　　市 洲本市（一般行政職・団体平均等）

―

47.5 59.28

59.28

― 10,820

30.55

33.5 41.34

59.28

41,480 157,371 5,620 6,87428 99,311 16,580

　　　　　千円 千円 千円 千円１９年度 人 千円 千円

期末・勤勉手当 　　　　給与費 　　B/A 一人当たり給与費

区　　分 職員数

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当

　　　　千円

（参考）市町村平均

千円　 千円　 ％

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

％

11.6 12.61,757,824 -68,052 204,427

職員給与費比率　質収支

Ａ  

区　　分 総費用 純損益又は実

１８年度の総費用に占

総費用に占める

洲本市（一般行政職・団体平均等）

571,242

―

団 体 平 均

洲 本 市 42.8

1,540 1,754

25,003

23.5

平均月収額　　　　　　区　　分

１人当たり平均支給額（１９年度）

事 業 者

45.5 374,552

１人当たり平均支給額（１９年度）

―

311,563 468,333

1９年度

　　計　　Ｂ

基本給平　均　年　齢

洲　　　　　　　　　　　本　　　　　　　　　　　市

める職員給与費比率Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ
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ウ　地域手当

（２０年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（２０年４月１日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

カ　その他の手当（２０年４月１日現在）

円

円

円

円

道路上作業手当 右記の業務に従事した職員

水道事業所の浄水場に
おいて滅菌用塩素のボ
ンベ交換作業に従事

0

0

16,381

75.0

手当の種類（手当数）

主な支給対象業務

支給率 支給対象職員数

支給実績（１９年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（１９年度決算）

支給対象地域 一般行政職の制度（支給率）

１回600円

管理職手当 〃 〃 1,459 千円 729,500

1,968 千円 75,692通勤手当 〃 〃

〃

緊急時待機手当 水道事業所職員

手　当　名 内容及び支給単価

支 給 実 績 （ １ ８ 年 度 決 算 ）

住居手当 〃

手当の名称 主な支給対象職員

有害物取扱手当 水道事業所職員

週休日又は休日に水道
管の破裂等の不測の事
態に備え待機

１日2,000円

道路の維持修繕の作業
又は上下水道管の補修
作業若しくは公園の清
掃作業のうち道路上で
行うごみの積載等の作
業に従事

１日200円

1,051 千円 61,824

4,658 千円 274,000扶養手当 一般行政職の制度と同じ 同

平均支給年額
一般行政職
の制度との
異同

一般行政
職の制度と
異なる内容 （１９年度決算）

支給職員１人当たり支給実績

3,783

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ １ ８ 年 度 決 算 ） 140

支 給 実 績 （ １ ９ 年 度 決 算 ） 7,100

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ １ ９ 年 度 決 算 ） 273

左記職員に対する支給単価

344

市内全地域 0.0 0 0.0

支給職員１人当たり平均支給年額（１９年度決算）

支給実績（１９年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（１９年度）

（１９年度決算）

3
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④定員管理の数値目標及び進捗状況

ア　平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

人 人 人 ％

31 27 ▲4

（参考）洲本市における定員管理の数値目標（数・率）

イ　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

（注）１　計画期間は、１７年～２２年の５年間である。
      ２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。
　　　３　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以   
  　　　降現年までの職員増減数の累計を示す。                                              
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等 会 計 増 減 ▲ 2 ▲ 1 ▲ 1 ▲４（▲１２.９％） ▲ 4

公 営 企 業 職員数 31 29 28 27 ―

２年目 ３年目 計 数値目標

▲12.9

　　　　　　　　　区　　分

部　　門

１７年 １８年 １９年 ２０年 １７年～２０年 （参考）

計画始期 １年目

平 成 17 年 4 月 1 日 平 成 22 年 4 月 1 日 ▲4人（▲8.1％）

純減率

職員数 職員数

計画期間

数　値　目　標
始　期 終　期

純減数平成17年4月1日 平成22年4月1日
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